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三郷市自動販売機設置事業者公募要領 

 

三郷市の公共施設内に設置する飲料水等自動販売機（以下「自動販売機」という。）

の設置事業者を募集し、公募による総合評価型方式によって設置予定事業者を決定

し、当該事業者と市有財産賃貸借契約を締結する。 

 

１ 目 的 

公共施設を利用する市民等の利便性の向上と、市有財産の余剰スペースの有効活用に

よる自主財源確保のため。 

２ 公募内容 

(1) 設置機器 

  自動販売機 計 20 台 

  別添「自動販売機設置場所の賃貸借に係る仕様書」のとおり 

(2) 賃貸物件 

三郷市役所本庁舎等 11 施設（18 物件） 

別添「募集物件一覧表」のとおり 

(3) 賃貸借期間 

 令和 8 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日まで（更新なし） 

(4) 機器仕様及び賃貸条件等 

別添「自動販売機設置場所の賃貸借に係る仕様書」のとおり 

３ 応募資格 

  次の要件をすべて満たす法人に限り参加することができる。 

(1) 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する実績を3年以上有する者 

(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者 

(3) 次の申立てがなされていない者 

ア．破産法第18条又は第19条の規定による破産手続き開始の申立て 

イ．会社更生法第17条に基づく更正手続開始の申立て 

ウ．民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立て 
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(4) 三郷市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づき、現に入札参加停止措置を 

受けていない者 

(5) 国税及び地方税(対象税目は後述)を滞納していない者 

(6) 次に該当しない者 

ア．役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する

暴力団員であると認められる者 

イ．暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する

暴力団をいう。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

ウ．役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

エ．役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められる者 

オ．役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者 

(7) 法令等の規定により許認可等を要する物品を販売する場合は、当該許認可等を有し 

ていること 

４ 応募方法 

(1) 応募期間及び提出方法 

 ア．応 募 期 間 令和 8 年 2 月 16 日（月）午前 9 時から 2 月 24 日（火）午後 5 時まで 

イ．提 出 方 法 窓口持参（郵送不可） 

ウ．提 出 先 三郷市役所 5 階 市有財産管理課（三郷市花和田 648 番地 1） 

(2) 提出書類 

   ア．参加申込書（様式第 1 号） 1 部 

   イ．賃貸借料提案書（様式第 2 号） 申込物件ごと
．．．．．．

に 1 部 

    ※封緘及び割印をして提出すること 

   ウ．自動販売機設置に係る提案書（様式第 3 号） 申込自動販売機
．．．．．．．

ごと
．．

に 1 部 

   エ．設置機器のカタログ（仕様の分かるもの） 申込自動販売機
．．．．．．．

ごと
．．

に 1 部 
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   オ．資格審査書類 各 1 部 

    ａ．登記事項証明書（履歴事項全部証明書）※ 1 

    ｂ．以下未納がないことの証明書（直近 1 年分について 3 か月以内発行の原本） 

※1 3 か月以内発行の原本  

※2 消費税及び地方消費税の免税事業者及び非課税事業者である場合も必要   

※3 税務署で発行する納税証明書は[その３の３]を提出 

※4 支店は営業所を含む 

(3) 賃貸借料提案書（様式第 2 号）に記載する金額 

記載する金額は、年額とする。 

契約締結に当たっては、賃貸借料提案書に記載された金額に消費税及び地方消費税相

当額を加算した金額をもって契約金額とするので、応募者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から、消費税及

び地方消費税に相当する金額を除した金額を記載すること。 

５ 応募資格の確認等 

応募者は市の担当者から応募書類に関し説明を求められた場合は、 その者の負担におい

て説明をしなければならない。 

提出書類に虚偽の記載をしたことが確認された場合、応募資格を失う。 

６ 設置予定事業者の決定方法等 

(1) 決定方法 

応募者のうち、内容点及び価格点の合計点数（以下、「総得点」 という。）の最も   

税金の種類 
消費税及び 

地方消費税※ 2  
法人税 法人事業税 法人県民税 法人市民税 

証明書交付機関 
国 

税務署※ 3 

国 

税務署※ 3 

埼玉県 

県税事務所 

埼玉県 

県税事務所 

三郷市 

収納課 

三郷市内に本店、支店

を 有 す る 事 業 者 ※ 4 ○ ○ ○ ○ ○ 

三 郷 市 外 で 埼 玉 県
内 に 本 店 、支店を有
する事業者※ 4 

○ ○ ○ ○  

埼玉県内に本店、支店

を有しない事業者※ 4 
○ ○    
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高い者を設置予定事業者とする。総得点の最も高い者が 2 者以上あるときは、内容点

の高い者を設置予定事業者とする。内容点も同一の場合は、くじ引きにより決定する。 

あらかじめ設定した物件については一抜け方式を採用し、対象物件に決定した事業

者が同一施設内で番号の大きい対象物件に応募していた場合、これを無効とする。  

ただし、該当の物件について有効な応募事業者が他にない場合はこの限りではない。 

(2) 評価項目 

内 

 

容 

 

点 

評価項目 評価の視点 配点 

1 事業協力 設置施設への事業協力・寄附 

50 点 

2 災害協力体制 
三郷市との災害に係る協定 

災害時ベンダー機能 

3 決済方法 キャッシュレス決済機能 

4 機 能 

ユニバーサルデザイン 

メッセージ配信機能 

市の事業と連携可能な機能・仕様 

その他利便性が向上する機能 

5 商品内容 
飲料水・食品・その他食品以外の種類 

商品価格 

6 自由提案 その他自由提案 

価 

格 

点 

7 提案価格 

本市へ納付する提案賃貸借料の提案価

格により収入確保の効果を評価 

(算定方法) 

提案金額÷最高提案金額×50 点 

50 点 

(3) 選定時期 

令和 8 年 3 月 2 日（月）予定 

(4) 結果の通知 

令和 8 年 3 月 9 日（月）以降、結果（総合評価点含む）をすべての応募者に書面で 

通知する。 

(5) 決定の例外 

ア．総得点の最も高い者を設置予定事業者とすることが、公正な取引の秩序を乱すお

それがある場合は、その者から事情を聴取して合理的な理由がなく、著しく不適当
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と認められるときは、その者を設置予定事業者とせず、次点の者を設置予定事業者

とする。 

イ．設置予定事業者を公正に選定できないなど、特別な事情があると認めるときは、

選定時期を延期し又は取り止めることがある。 

ウ．設置予定事業者が応募資格要件を失った、または欠いていたことが分かった場合、

決定を取り消し、次点の者と随意契約の交渉を行う。 

(6) 結果の公表 

設置予定事業者を決定したときは、次の事項について市のホームページに掲載する

ものとする。 

ア．公募した自動販売機の台数 

イ．公募に参加した事業者数 

ウ．設置予定事業者を決定した日 

エ．物件番号別の設置予定事業者名 

オ．物件番号別設置予定事業者の総合評価点（総得点） 

７  契約 

(1) 契約については、借地借家法第 38 条の規定に基づく賃貸借契約とする。 

(2) 設置予定事業者は、令和 8 年 3 月 16 日（月）までに、別添の市有財産賃貸借契約書 

に記名押印のうえ収入印紙を貼付して市に提出し、契約を締結する。 

８ その他 

(1) 市に提出した書類は、理由の如何を問わず、書き換え、差し換え又は撤回をするこ 

とはできない。ただし、市から補正を求められた場合は、この限りではない。 

(2) 応募に関し必要な費用は、全て応募者の負担とする。 

９ 質疑回答 

本募集に関する質疑は、次に定めるところにより行う。なお、受付期間以外の質問及び

指定する方法によらない質問は一切受け付けないこととする。 

(1) 提出書類 

  公募質問書（様式第 4 号） 
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(2) 質問受付期間 

令和 8 年 2 月 2 日（月）午前 9 時から 2 月 6 日（金）午後 5 時まで 

(3) 質問方法 

  電子メールに公募質問書を添付し、件名は次のとおりとする 

【企業名・提出日「自動販売機公募」に関する質問】 

※開封確認機能の設定などによる受取確認を行うこと 

(4) 提出先 

三 郷 市  財 務 部  市 有 財 産 管 理 課  管 理 係  

  E - m a i l： z a i s a n k a n r i @ c i t y . m i s a t o . l g . j p  

(5) 回答方法 

すべての質問事項及び回答をまとめ、令和 8 年 2 月 10 日（火）までに市のホーム   

ページにおいて、事業者名等を伏せて掲載 

10 問い合わせ先 

三郷市 財務部 市有財産管理課 管理係 

〒341-8501 埼玉県三郷市花和田 648 番地 1  

電 話： 04 8‐ 93 0‐ 7 7 6 6 (直 通 ) 

Ｆ Ａ Ｘ： 04 8‐ 95 3‐ 1 1 6 9  

E - m a i l： z a i s a n k a n r i @ c i t y . m i s a t o . l g . j p  

 


